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現
況
届
を
提
出
し
資
格
を
更
新

し
た
方
に
、　

月
１
日
か
ら
使
用

１０

す
る
乳
幼
児
医
療
費
助
成
（
マ
ル

乳
）・
義
務
教
育
就
学
児
医
療
費
助

成
（
マ
ル
子
）
の
新
し
い
医
療
証

（
オ
レ
ン
ジ
色
）
を
９
月
末
ま
で

に
郵
送
し
ま
す
。
現
在
使
用
中
の

医
療
証
（
緑
色
）
は
、　

月
１
日

１０

以
降
に
子
育
て
支
援
課
（
市
役
所

２
階
）
へ
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

　

現
況
届
や
添
付
書
類
が
未
提
出

の
方
は
、
手
続
き
が
保
留
と
な
っ

て
い
ま
す
の
で
、
至
急
、
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

■
所
得
超
過
に
つ
い
て

　

義
務
教
育
就
学
児
医
療
費
助
成

に
は
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。　
２３

年
度
所
得
超
過
に
よ
り
、
９
月　
３０

日
を
も
っ
て
資
格
消
滅
と
な
る
方

に
は
、
受
給
資
格
消
滅
通
知
書
を

９
月
末
ま
で
に
郵
送
し
ま
す
。

新
た
に
受
給
の
対
象
に

な
る
場
合
も
あ
り
ま
す

　

こ
れ
ま
で
所
得
超
過
に
よ
り
、

義
務
教
育
就
学
児
医
療
費
助
成

（
小
・
中
学
生
）
の
対
象
と
な
ら

な
か
っ
た
家
庭
で
も
、　

年
度（　

２３

２２

年
分
）
に
所
得
の
減
少
・
扶
養
家

族
の
増
加
・
国
民
年
金
か
ら
厚
生

年
金
へ
の
変
更
な
ど
が
あ
っ
た
場

合
は
、
受
給
の
対
象
と
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

　

所
得
制
限
限
度
額
表
（
上
表
参

照
）
を
確
認
の
上
、
新
た
に
対
象

と
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
方
は
、

９
月
中
に
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
【
新
規
申
請
に
必
要
な
も
の
】①

健
康
保
険
証
の
写
し
（
申
請
者
と

対
象
児
童
の
も
の
）
②
認
め
印
③

　

年
１
月
２
日
以
降
に
東
久
留
米

２３市
に
転
入
し
た
方
は
、　

年
１
月

２３

１
日
在
住
の
市
区
町
村
長
の
発
行

す
る
「
平
成　

年
度
（
平
成　

年

２３

２２

分
）
所
得
証
明
書
」

　
【
ご
注
意
】乳
幼
児
医
療
費
助
成

は
所
得
制
限
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ま

だ
申
請
を
し
て
い
な
い
方
は
、
早

め
に
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。
な

お
、
現
況
届
を
提
出
し
た
方
は
新

規
申
請
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん

子
ど
も
手
当
に
つ
い
て

　

子
ど
も
手
当
は
、
つ
な
ぎ
法
案

の
成
立
に
よ
り
、　

歳
以
下
の
子

１５

　

小
・
中
学
校
で
は
、
保
護
者
の

皆
さ
ん
か
ら
納
入
さ
れ
る
給
食
費

で
安
全
な
食
材
を
購
入
し
、
衛
生

的
な
調
理
を
行
い
、
児
童
・
生
徒

へ
栄
養
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
学
校

給
食
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

　

学
校
給
食
で
使
用
さ
れ
て
い
る

食
材
の
産
地
に
つ
い
て
、
保
護
者

の
皆
さ
ん
に
よ
り
安
心
し
て
い
た

だ
く
た
め
、
当
分
の
間
、
次
の
方

法
で
公
表
し
ま
す
。

　
【
公
表
の
方
法
】全
市
共
同
で
購

入
し
て
い
る
食
材
に
つ
い
て
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
ほ

か
、
学
務
課
窓
口
（
市
役
所
６
階
）

で
閲
覧
で
き
ま
す
。

　

各
学
校
ご
と
に
購
入
し
て
い
る

生
鮮
食
品
類
に
つ
い
て
は
、
小
学

ど
も
１
人
当
た
り
月
額
１
万
３
０

０
０
円
の
支
給
が　

年
９
月
分
ま

２３

で
延
長
さ
れ
ま
す
（
所
得
制
限
は

あ
り
ま
せ
ん
）。現
在
受
給
中
の
方

に
は
、　

年
６
月
〜
９
月
分
の
子

２３

ど
も
手
当
が　

月
に
支
給
さ
れ
ま

１０

す
。

　

な
お
、　

月
以
降
の
子
ど
も
手

１０

当
制
度
に
つ
い
て
は
、
今
後
決
定

次
第
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
子
育
て
支
援
課
緯
４

７
０
・
７
７
３
６
へ
。

校
は
通
学
す
る
学
校
の
担
当
の
栄

養
職
員
へ
、
中
学
校
は
学
務
課
栄

養
士
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
同
課
保
健
給
食
係
緯

４
７
０
・
７
７
７
９
お
よ
び
各
小

学
校
へ
。

　

市
で
は
、
経
済
的
な
理
由
な
ど

に
よ
り
、
公
立
小
・
中
学
校
で
か

か
る
費
用
が
非
常
に
大
き
な
負
担

と
な
っ
て
い
る
家
庭
に
対
し
て
、

教
育
費
の
一
部
を
援
助
し
て
い
ま

す
。

　

ま
だ
、
手
続
き
を
し
て
い
な
い

方
や
新
た
に
市
外
か
ら
転
入
し
た

方
は
、
学
務
課
（
市
役
所
６
階
）

で
至
急
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
【
対
象
】お
子
さ
ん
と
同
居
す
る

方
全
員
が
、
次
の
項
目
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
家
庭

　

①
生
活
保
護
の
停
止
ま
た
は
廃

止
を
受
け
た
方

　

②　

年
度
市
民
税
・
都
民
税
が

２３

非
課
税
の
方
、
国
民
年
金
な
ど
の

掛
金
や
固
定
資
産
税
が
減
免
さ
れ

て
い
る
方

　

③
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受

け
て
い
る
方

　

④
生
活
保
護
基
準
に
準
ず
る
世

帯
（
準
要
保
護
）
で
、　

年
分
の

２２

世
帯
全
員
の
総
収
入
が
認
定
基
準

以
下
の
世
帯
の
方

　

詳
し
く
は
同
課
学
事
係
緯
４
７

０
・
７
７
７
９
へ
。

　

市
で
は
、
下
表
の
手
帳
を
お
持

ち
の
方
お
よ
び
手
当
な
ど
を
受
給

し
て
い
る
世
帯
に
、「
都
営
交
通
機

関
の
無
料
乗
車
券
」
を
発
行
し
て

い
ま
す
。

　

下
表
の
①
〜
④
の
手
帳
を
お
持

ち
の
方
で　

年
９
月　

日
に
期
限

２３

３０

の
切
れ
る
乗
車
券
を
お
持
ち
の
方

は
、
９
月
１
日
（
木
）
か
ら
書
き

換
え
が
で
き
ま
す
。
該
当
す
る
方

は
、
各
手
帳
と
旧
券
を
持
参
し
て

障
害
福
祉
課
（
市
役
所
１
階
）
で

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
こ
の
乗
車
券
は
シ
ル
バ

ー
パ
ス
を
所
持
し
て
い
る
場
合
に

は
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

　

年
９
月
の
書
き
換
え
か
ら
、
通

２２用
期
限
は
記
名
人
の
誕
生
月
ま
で

と
な
り
ま
し
た
。
今
後
は
９
月
の

一
斉
更
新
は
な
く
な
り
ま
す
。

　

下
表
の
⑤

〜
⑧
の
手
当

な
ど
を
受
給

し
て
い
る
方

で
９
月
に
期

限
の
切
れ
る

乗
車
券
を
お

持
ち
の
方
も
、

９
月
１
日
か

ら
書
き
換
え

手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は

同
課
管
理
係

緯
４
７
０
・

７
７
４
７
へ
。

　

障
害
者
自
立
支
援
法
の
改
正
に

よ
り
、　

月
か
ら
重
度
の
視
覚
障

１０

害
者
に
対
す
る
同
行
援
護
の
サ
ー

ビ
ス
が
始
ま
り
ま
す
。

　

同
行
援
護
の
内
容
は
、「
移
動
時

と
そ
れ
に
伴
う
外
出
先
に
お
い
て

必
要
な
移
動
の
援
護
お
よ
び
視
覚

的
情
報
伝
達
支
援
」
お
よ
び
「
外

出
の
際
に
必
要
と
な
る
排
せ
つ
・

食
事
な
ど
の
介
護
」
で
す
。
居
宅

内
の
介
護
・
介
助
は
含
ま
れ
ま
せ

ん
。

　

こ
れ
ま
で
視
覚
障
害
者
と
し
て

移
動
支
援
の
登
録
を
受
け
て
い
た

方
に
は
、
個
別
に
申
請
に
関
す
る

ご
案
内
を
通
知
し
て
い
ま
す
の
で
、

通
知
で
示
さ
れ
た
期
日
ま
で
に
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
新
た
に

同
行
援
護
の
サ
ー
ビ
ス
を
希
望
す

る
方
は
、
障
害
福
祉
課
（
市
役
所

１
階
）
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
中
一
時
支
援
事
業
・ 

移
動
支
援
事
業
の 

利

用

手

続

き

　

現
在
、　

月
以
降
の
日
中
一
時

１０

支
援
と
移
動
支
援
事
業
の
利
用
申

し
込
み
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　

す
で
に
利
用
し
て
い
る
方
に
は
、

継
続
の
書
類
を
発
送
し
て
い
ま
す

が
、
新
た
に
利
用
を
希
望
す
る
方

は
、
身
体
・
知
的
・
精
神
障
害
者

の
手
帳
な
ど
と
認
め
印
を
持
参
の

上
、
障
害
福
祉
課
で
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
利
用
者
負
担
額
は
課
税

世
帯
の
場
合
、
住
民
税
の
課
税
状

況
に
よ
っ
て
次
の
通
り
設
定
し
て

い
ま
す
。
た
だ
し
、　

歳
以
上
の

１８

方
は
障
害
者
本
人
と
そ
の
配
偶
者

の
み
の
課
税
状
況
に
よ
っ
て
、
負

担
額
を
決
定
し
ま
す
。

■
日
中
一
時
支
援
事
業

　

日
中
一
時
支
援
事
業
は
、
障
害

者
・
児
を
日
常
的
に
介
護
し
て
い

る
家
族
が
、
疾
病
、
冠
婚
葬
祭
、

レ
ス
パ
イ
ト
（
一
時
的
な
休
息
）、

就
労
な
ど
の
理
由
で
、
障
害
者
・

児
の
み
ま
も
り
な
ど
の
支
援
が
必

要
と
な
っ
た
と
き
、
一
時
的
に
預

か
り
、
活
動
の
場
を
提
供
し
、
日

中
活
動
の
支
援
を
行
う
も
の
で
す
。

　

さ
い
わ
い
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
行

う
都
型
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
と
併
せ
、

ひ
と
月
７
日
を
上
限
と
し
て
利
用

で
き
ま
す
。
利
用
者
負
担
額
は
課

税
世
帯
で
１
回
（
８
時
間
以
上
）

の
利
用
に
つ
き
６
０
０
円
で
、
非

課
税
世
帯
に
つ
い
て
は
そ
の
半
額

を
減
免
し
ま
す
。

■
移
動
支
援
事
業

　

移
動
支
援
事
業
は
、
小
学
生
以

上
で
視
覚
障
害
、
知
的
障
害
、
精

神
障
害
の
あ
る
方
の
外
出
時
の
移

動
を
支
援
す
る
も
の
で
す
。
た
だ

し
、
視
覚
障
害
の
方
は
同
行
援
護

が
利
用
で
き
る
場
合
、
原
則
と
し

て
移
動
支
援
事
業
を
併
用
で
き
ま

せ
ん
。

　

ひ
と
月
に
利
用
で
き
る
時
間
は
、

小
学
生
が　

時
間
、
中
学
生
以
上

１０

が　

時
間
で
、
小
学
生
〜
高
校
生

２０
に
は
７
月
〜
９
月
の
夏
季
期
間
に

つ
き
、
利
用
時
間
を　

時
間
拡
大

１０

し
て
い
ま
す
。
利
用
者
負
担
額
は
、

課
税
世
帯
で　

分
に
つ
き　

円
で
、

３０

８０

非
課
税
世
帯
の
負
担
は
無
料
で
す
。

　

詳
細
は
障
害
福
祉
課
緯
４
７

０
・
７
７
４
７
へ
。

点

訳

講

習

会

　

点
字
を
基
礎
か
ら
学
び
た
い
方

を
対
象
に
点
訳
講
習
会
（
初
級
）

を
開
催
し
ま
す
。
受
講
経
験
者
も

歓
迎
し
ま
す
。
ぜ
ひ
、
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

　

▼
日
程　
　

月
５
日
〜　

月　

１０

１２

１４

日
の
毎
週
水
曜
日
、
午
前　

時
〜

１０

正
午
▼
会
場　

さ
い
わ
い
福
祉
セ

ン
タ
ー
▼
講
師　

星
加（
ほ
し
か
）

理
絵
氏
▼
教
材
費　

２
０
０
０
円

程
度
（
点
字
練
習
機
・
テ
キ
ス
ト

な
ど
）
▼
定
員　

先
着　

人
（
受

２０

講
者
が
利
用
定
員
に
満
た
な
い
場

合
は
、
今
年
度
の
実
施
は
中
止
と

な
り
ま
す
。
ご
了
承
く
だ
さ
い
）

◆
申
し
込
み
と
詳
細
は
９
月
１
日

（
木
）
〜
７
日
（
水
）
の
午
前
９

時
〜
午
後
５
時
に
電
話
で
、
さ
い

わ
い
福
祉
セ
ン
タ
ー
緯
４
７
７
・

２
７
１
１
へ

セ
ン
タ
ー
の
利
用
者
を 

募
集
し
て
い
ま
す

　

次
の
①
②
の
い
ず
れ
も
、
介
護

保
険
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て

い
な
い
方
が
対
象
で
す
。
申
し
込

み
と
詳
細
は
、
平
日
の
午
前
９
時

〜
午
後
５
時
に
電
話
（
４
７
７
・

２
７
１
１
）ま
た
は
フ
ァ
ク
ス（
４

７
７
・
２
７
５
０
）
で
、
さ
い
わ

い
福
祉
セ
ン
タ
ー
へ
。

①
機
能
回
復
訓
練

　

▼
対
象　

市
内
在
住
の　

歳
〜

１５

　

歳
の
方
で
医
療
行
為
を
終
え
、

６４

症
状
が
安
定
し
、
在
宅
で
訓
練
を

継
続
す
る
た
め
の
指
導
を
希
望
す

る
方
▼
内
容　

運
動
療
法
個
別
指

導
（
家
族
も
含
む
）、
補
装
具
（
車

い
す
、
下
肢
装
具
、
つ
え
な
ど
）

の
製
作
お
よ
び
修
理
の
相
談
、
使

用
練
習
、整
形
外
科
医
師
相
談（
月

２
回
）
▼
実
施
期
間　
　

月
〜　

１０

２４

年
３
月
の
毎
週
火
曜
日
▼
定
員　

若
干
名
▼
募
集
期
間　

９
月
１
日

（
木
）
〜
７
日
（
水
）

②
入
浴
サ
ー
ビ
ス

　

▼
対
象　

家
庭
で
入
浴
が
困
難

な
市
内
在
住
の
お
お
む
ね　

歳
以

６４

下
の
方
で
、身
体
障
害
者
手
帳
１
・

２
級
に
該
当
し
、
一
定
の
医
療
行

為
を
終
え
、
症
状
が
安
定
し
て
い

る
方
▼
利
用
回
数　

月
２
回
▼
費

用　

１
回
６
０
０
円
▼
募
集
期
間

　

随
時

就
学
援
助
費
の
申
請
は

　
　
　
　
　
　

お
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対象および発行時に必要な手帳・証書など
発行時に必要な手帳･証書など対　象
身体障害者手帳①身体障害者
愛の手帳②知的障害者
戦傷病者手帳③戦傷病者
被爆者健康手帳と厚生労働大臣の
認定証または健康管理手当証書

④原爆被爆者

保護開始決定通知書
⑤生活保護受給
　世帯員

支援給付決定通知書⑥中国残留邦人等
児童扶養手当証書または受給者
証明書

⑦児童扶養手当
　受給世帯員

当該施設の長が発行する証明書⑧被救護者

都営交通機関の
無料乗車券

更新手続き更新手続きはは
９月１日（木）か９月１日（木）からら

義務教育就学児の医療費助成に係る
２３年度（２２年中所得）所得制限限度額

厚生年金・
各種年金加入者

国民年金
加入者など

扶養親族
などの数

５３２万円４６０万円０人

５７０万円４９８万円１人

６０８万円５３６万円２人

６４６万円５７４万円３人

６８４万円６１２万円４人

※所得制限限度額に加算する金額
　◎老人扶養親族１人につき６万円
　◎５人目以降１人増すごとに３８万円
※所得額から控除できる金額
　◎社会保険料相当額　一律８万円
　◎雑損、医療費、小規模企業共済等掛金控除相当額
　◎障害者控除額　 　（普通）２７万円、（特別）４０万円
　◎寡婦・寡夫控除額（普通）２７万円、（特別）３５万円

同行援護サービス
が始まります

重度の視覚障害重度の視覚障害をを
もつ方に対しもつ方に対してて
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９
月
は
「
障
害
者
雇
用
支
援

月
間
」
で
す
。
市
で
は
、
障
害

者
雇
用
に
つ
い
て
の
理
解
と
協

力
を
深
め
て
い
た
だ
く
た
め
に

「
パ
ネ
ル
展
」
を
行
い
ま
す
。

障
害
の
あ
る
方
が
地
域
の
作
業

所
な
ど
で
働
く
姿
や
、
就
労
支

援
の
取
り
組
み
を
紹
介
し
ま
す
。

ぜ
ひ
、
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

　
【
日
時
】
９
月
７
日
（
水
）
〜

９
日
（
金
）
の
い
ず
れ
も
午
前

９
時
〜
午
後
４
時
（
７
日
は
午

後
１
時
か
ら
）

　
【
会
場
】市
役
所
１
階
屋
内
ひ

ろ
ば

　

詳
し
く
は
障
害
福
祉
課
緯
４

７
０
・
７
７
４
７
へ
。

　市では、私立幼稚園または幼稚園類
似施設に通園している市内在住の園児
の保護者に対し、世帯の所得に応じて
保育料を減免または補助する事業を行
っています。
　まだ手続きをしていない方や、新た
に市外から転入された方は、至急手続
きをしてください。
　手続き方法や内容など、詳しくは子
育て支援課子育て支援係緯４７０・７７３５
へ。

幼稚園等就園奨励費・
幼稚園園児等保護者
各補助金手続きはお早めに


